
将来住んでいる家が
空き家になるかも...
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空き家を持っているけど、 
どうしたら良いかわからない

空き家を活用してみたい！

 
 

近くの家が空き家だけど、
大丈夫かな

●内容

空き家の
相談窓⼝
はじめました
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今年度の4月から根羽村が「空き家活用株式会社」と協定を結び、

村内に点在している空き家の調査・空き家に関する

相談窓口を設けることになりました。

今ある空き家の現状を明らかにし、空き家に関する問題を一緒に考え

さらには空き家を、使いたい人や移住者に繋げることが目的の事業です。

●例えば..

などなど！！



この�査は�⽻��場が�き�活⽤株式��と協�を�び��するもの

です。 ��のご協⼒をお願い申し上げます。

① �査員が地�を�回し、�き�の現地�査を��します。

② �き�の⽼�度・不良度等の�物の現況�び周囲の��状況も把�します。

③ 必�に�じて��で�き�みを⾏います。�き�の情�をお持ちの場�は

ご協⼒頂ければ�いです。

■�業�は�⽻�を��に�き�を�査し、⽼�度や�き�率などの現状を

把�するために��します。

■�査�はそのデータを��に、�き�の⽼��や災�時の��等の��を

�ぐための�り�みを��していきます。

�査��

担当　白根拓実根羽村　地域おこし協力隊　空き家対策

�き�の�体�査の��について

�⽻�内の�き�の���査を「�⽻��場 地域おこし協⼒�」が

��します。

なぜ�査を��するの

※この�査にあたり現金等の��を⾏うことはありません。
�査員は����できるものを持�しています。

�査期間 令和5年5⽉ から 

令和5年5⽉1⽇


